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久慈川でカヌー教室を開催します 
 

いきいき茨城ゆめ国体で，大子町は「カヌー競技」の会場になっています。ぜひこの機会に大子

町のカヌー会場でカヌーを体験してみませんか。 

●日  時  １回目：７月１３日（土） ２回目：７月２７日（土） 

９：３０～１２：００頃 ※小雨決行，中止時順延なし 

●場  所  久慈川特設カヌー競技場（袋田地内） 

●対 象 者  小学４年生以上の方 ※ただし，自力で泳ぐことが可能な方に限ります。 

●募集人数  先着１２人 

●講  師  奥久慈カヌークラブ 

●参 加 費  無 料 

●持 ち 物  濡れてもよい服装，ソールの薄い運動靴，着替え，タオル，水分 

（※水着のみでの参加は不可です。必ず長袖Ｔシャツ等を着てください。） 

●申 込 み  ６月２４日（月）から７月５日（金）までにお申し込みください。 

申込み前にお電話でお問い合わせください。申込みは，印鑑持参の上，中央公民館

へお越しください。または，大子町国体ホームページから資料をダウンロードし，

必要事項を記入の上，郵送にてお申し込みください。 

 

問合せ  第７４回国民体育大会大子町実行委員会事務局（教育委員会事務局国体推進室） 

℡７２－１１４８ 

 

いばらき高齢者優待制度「いばらきシニアカード」を配付しています 
 

県では，高齢者の皆さんが積極的に外出し健康増進や引きこもり防止につなげるため，優待カー

ド（いばらきシニアカード）による高齢者優待制度を実施しています。協賛店舗に優待カードを提

示することで，料金割引やポイント加算などの特典を受けることができます。 

●対 象 者  県内に居住する６５歳以上の方 

※大子町で申請できる方は，町内に住所を有する方のみです。 

●協賛店舗  窓口でカードを配付する際に，協賛店舗の一覧をお渡しします。 

●申 込 み  本人確認のため，住所，氏名，生年月日が確認できるもの（健康保険証，運転免許

証など）をお持ちの上，福祉課へお申し込みください。 

※制度の内容，協賛店舗の情報など，詳しくは県長寿福祉推進課ホームページを御覧ください。 

 

問合せ  ＜いばらき高齢者優待制度について＞ 

茨城県保健福祉部長寿福祉推進課 ℡０２９－３０１－３３２６ 

＜いばらきシニアカードの配付について＞ 

大子町役場福祉課高齢介護担当 ℡７２－１１３５ 
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後期高齢者医療保険料の均等割軽減特例の見直し 
 

７５歳以上（※）で医療保険料の均等割９割軽減の皆さんへ 

（※）６５歳以上の方で障害認定を受けて後期高齢者医療制度に加入している方も対象です。 

後期高齢者医療保険料の均等割について，これまで特例措置により９割軽減となっていた方は，

今年度，８割軽減（注１）に変わります。 

（注１）翌年度以降は，特例措置に対する国庫補助が完全に廃止され，本則の７割軽減に変わりま

す。 

（注２）介護保険料については，今年度，所得の低い高齢者への保険料の負担軽減が強化されます。

（注３）所得の低い年金受給者の方へは，今年１０月から，年金生活者支援給付金（基準額月 

５，０００円）の制度が始まります。 

 

問合せ  ＜後期高齢者医療制度について＞ 町民課国保年金担当 ℡７６－８１２５ 

＜介護保険について＞ 福祉課高齢介護担当 ℡７２－１１３５ 

＜年金生活支援者給付金について＞ ねんきんダイヤル ℡０５７０－０５－１１６５ 
 

ジェネリック（後発）医薬品製造工場親子見学会 
 

常陸大宮保健所では，ジェネリック（後発）医薬品製造工場親子見学会の参加者を募集しています。 

●日  時  ８月２０日（火）９：００～１７：００ 

●場  所  日本ジェネリック株式会社 つくば工場（つくば市和台２３） 

※集合場所：常陸大宮保健所（常陸大宮市姥賀町２９７８－１） 

●対  象  小学４年生から小学６年生までの児童とその保護者等 

●定  員  １０人程度（先着順） 

●参 加 費  無 料 ※昼食については，施設内の食堂等を実費にて御利用できます。 

●申 込 み  参加者全員の氏名，児童の学年，住所及び電話番号を記載し，７月１９日（金）ま

でに，ＦＡＸ又は E-mail にて，常陸大宮保健所衛生課へ直接お申し込みください。 

参加の可否は，７月３１日（水）までに郵送でお知らせします。 

 

申込み・問合せ  常陸大宮保健所衛生課 ℡０２９５－５２－１１５９ 

FAX ０２９５－５２－２８６５ E-mail：miyaho02@pref.ibaraki.lg.jp 

 

水道メーターを交換します 
 

町が委託した業者が訪問し，水道メーター交

換作業を行いますので，水道メーター付近の清

掃をお願いします。なお，交換の費用を業者が

請求することはありません。 

●期 間  ７月１日～２９日 

●区 域 

上野宮地区(蛇穴)，中郷地区，北吉沢地区，

頃藤地区（川下・新畑・滝倉・長福），西金

地区，北富田地区，盛金地区 

 

問合せ  水道課業務担当 ℡７２－２２２１ 

 

指定給水装置工事事業者 

を指定しました 
 

次の事業者を大子町水道事業指定給水装置工

事事業者に指定しましたのでお知らせします。 

株式会社 芳賀設備 

代表取締役 芳賀元春 

福島県石川郡石川町大字沢井字十三塚 

３４番地１７８ 

℡０２４７－２６－７０５０ 

 

問合せ  水道課 ℡７２－２２２１
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無料法律相談会 
 

大子町消費生活センターでは，毎月１回，法律の専門家による無料法律相談会を開催しています。

消費者問題だけでなく，相続，離婚や隣近所とのトラブルなどについて，法律の専門家がお答えし

ます。 

●相 談 員  山口康夫氏（前国士舘大学法学部教授） 

●日  時  ７月１７日（水）１０：００～１２：００，１３：００～１５：００ 

※相談は１件当たり１時間程度です。 ※日時は変更になる場合があります。 

●場  所  役場会議室 ※個別に御案内します。 

●定  員  各日４人（要予約・先着順） 

●そ の 他  既に弁護士に依頼している案件，係争中や同一案件の繰り返し利用は御遠慮ください。 

●申 込 み  ７月８日（月）から７月１６日（火）まで（９：００～１２：００，１３：００～

１６：００）に大子町消費生活センターへ電話でお申し込みください。 

 

問合せ  大子町消費生活センター ℡７２－１１２４ 

 

調定委員による無料相談会 
 

調定とは，民事・家事の紛争を裁判所で話し合い，円満に解決するための手続です。その話合い

の仲介に当たるのが裁判官及び調定委員で構成する調定委員会です。話合いで合意された内容は判

決と同様の効力があり，多くの人たちが手軽に利用している長い歴史を持つ制度です。 

相談会では，調停委員が困りごとを一緒に考え，解決への道筋や手続について御案内します。 

●日  時  ７月１３日（土）１０：００～１５：００ 

●場  所  水戸市福祉ボランティア会館（水戸市赤塚１丁目１番地ミオス２階） 

●相談内容  土地・建物に絡む紛争，金銭消費賃借等の紛争，多重債務に関することなど／夫婦

関係，離婚，親族間の紛争，子の養育，扶養など／相続，遺産分割に関する紛争な

ど／民事・家事の調定手続に関することなど 

●相談担当者  民事・家事調停委員（弁護士，不動産鑑定士，土地家屋調査士，税理士，司法書士

などの専門委員を含む。） 

 

問合せ  水戸調定協会普及委員会 ℡０８０－４８３８－０２０２ 

 

山の木を伐採するときには 

届け出が必要です 
 

皆さんは，「自分の山だから」と無断で木を

伐採していませんか。 

たとえ自分の山でも，木を伐採するときには，

伐採する前に「伐採及び伐採後の造林届出書」

を町へ提出しなければなりません。 

無届けにより伐採を行うと，罰則が適用され

る場合がありますので御注意ください。 

 

問合せ  農林課農林担当 ℡７２－１１２８ 

 

住宅用火災警報器が命を守ります 
 

平成３０年に全国で発生した住宅火災によ
る死者は９２６人に上り，その約５割は「逃げ
遅れ」が原因で命を落としています。火災から
命を守るためには，いち早く火災に気付き，速
やかな避難と初期消火を行うことが大切です。 

火災はいつ，どこの家庭でも起こり得ること
です。就寝中でも住宅用火災警報器があれば，
すぐさま火災を知らせてくれます。 

住宅用火災警報器は全ての住宅に設置が義
務付けられています。もしものときの火災から
「逃げ遅れ」を防ぐために，寝室に住宅用火災
警報器を設置しましょう。 
 
問合せ  消防本部予防課 ℡７２－０１１９ 
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放射性物質測定結果 
 

町では，町民の皆さんの安心と安全のため，放射能測定機（ベクレルモニター）を導入し，町内
で生産及び採取された農畜林水産物のうち，町民の方から申請のあったものについて測定を行って
います。５月に測定した試料の件数及び検出した放射性物質の最低値・最高値をお知らせします。 

測定試料名 件数 採取場所（大字） 
セシウム合算 
（Bq/kg） 

ヨウ素 131 
（Bq/kg） 

たけのこ ５ 冥賀，小生瀬，浅川，外大野，南田気 検出せず～19.7 検出せず 

わらび ３ 冥賀，下金沢，上野宮 検出せず 検出せず 

ふき ２０ 
南田気，上野宮，高柴，左貫，頃藤，
下金沢，大生瀬，初原，山田，袋田，

小生瀬，川山，上岡 
検出せず 検出せず 

せり １ 小生瀬 検出せず 検出せず 

生しいたけ ２ 大子，大生瀬 23.2～37.7 検出せず 

ぜんまい ４ 大生瀬，左貫，小生瀬，上野宮 検出せず 検出せず 

うど ４ 南田気，袋田，高柴，初原 検出せず 検出せず 

こしあぶら ２ 町付，相川 72.9～212.6 検出せず 

ほていちく １ 浅川 検出せず 検出せず 

はちく ２ 大生瀬，池田 検出せず 検出せず 

イノシシ肉 １ 芦野倉 34.5 検出せず 

乾燥しいたけ １ 相川 検出せず 検出せず 

梅 １ 上岡 検出せず 検出せず 

※イノシシ肉・こしあぶらは，国から出荷制限指示が出ているため，販売や譲渡ができません。 
※一般食品の基準値は１００Bq/kg です。 
※過去の検査結果は，町ホームページに掲載しています。 

http://www.town.daigo.ibaraki.jp/page/page002557.html 
 

問合せ  農林課農林担当 ℡７２－１１２８ 

 

注意！あなたの土地が狙われています！ 
 

「一時的に資材置場として貸してほしい」，「良い土で土地を埋め立ててあげます」などと，うま
い話を持ちかけられ，安易に同意してしまった結果，廃棄物を不法投棄されたり，無許可で建設残
土を埋め立てられたりする事例が発生しています。 

これらの責任や処理費用の負担は，行為者だけでなく，土地所有者に及ぶこともあります。 
不法投棄，野焼き，不適正な残土埋立てを発見した場合は， 

不法投棄１１０番（０１２０－ ５
いつも

３
みんなで

６
むらなく

－３８０
み は れ

）へ 

※受付時間は平日８：３０～１７：１５です。受付時間外は最寄りの警察署まで。 
 
問合せ  茨城県廃棄物対策課 ℡０２９－３０１－３０３３ 

大子町役場生活環境課 ℡７６－８８０２ 
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結婚相談会のお知らせ 
 

結婚を希望する方のあらゆる御相談に婚活アドバイザーがお答えします。親御さんだけでも大丈

夫です。事前予約不要で，相談費用や登録料はかかりませんので，お気軽に御参加ください。 

●開 催 日  ７月７日（日）１０：００～１５：００（担当：伊藤・栁下） 

９月８日（日）１０：００～１５：００ 

※８月の結婚相談会はお休みです。 ※担当者は，変更になる場合があります。 

●場  所  文化福祉会館「まいん」 ２階小会議室 

●内  容  ・身上書の作成支援（だいご婚活支援ネットワークへの登録） 

・プロフィール検索 

・民間団体で開催する婚活パーティー又は交流イベントの案内 

・婚活に向けたアドバイス 

・だいご婚活支援ネットワークの状況（平成２７年１月２５日から令和元年５月３１日まで） 

登録者数：６７人（内訳 男性４８人，女性１９人） 

お見合い実施回数：６１回 ※成婚実績あり 

 

問合せ  だいご婚活支援ネットワーク事務局（まちづくり課内） 
専用ダイヤル：０９０－７２０９－４１５２（平日８：３０～１７：１５） 
専用メールアドレス：d-net@town.daigo.lg.jp 

 

マイナンバーカード（個人番号カード）申請の御案内 
 

マイナンバーカードは，申請することにより取得できます。申請は，郵便やオンラインによる方

法があります。郵便により申請する場合は，マイナンバーの通知カードに同封された交付申請書に

顔写真を貼り，必要事項を記入して，地方公共団体情報システム機構へ郵送してください。交付の

準備ができ次第，役場から交付通知書をお送りしますので，電話予約の上，必要書類を持って，申

請者本人が町民課へ受け取りにお越しください。 

また，新たに町民課窓口にて顔写真撮影（有料４０円）を行い，申請することができるようにな

りました。町民課窓口で申請する場合は，本人確認書類（免許証等）が必要です。 

マイナンバーカードは，本人確認の際の身分証明書として利用できるほか，コンビニ交付サービ

スにも利用できます。 

●コンビニ交付サービス 
▽取得できる証明書 

住民票の写し：３００円  印鑑登録証明書：３００円  戸籍謄（抄）本：４５０円 

戸籍の附票の写し：３００円  課税（非課税）所得証明書：３００円 

▽利用時間 

６：３０～２３：００（１２月２９日～１月３日を除く。） 

※平日に限らず土日や祝日も全国のコンビニエンスストアで利用できます。 

 

問合せ  町民課町民担当 ℡７２－１１１２ 
 

主な町施設の電話番号（市外局番 0295） 

大子町役場          代表 72-1111 教育委員会事務局学校教育担当  79-0170 

保健センター（健康増進課） 72-6611 学校給食センター        72-0649 

消防本部 72-0119 中央公民館（生涯学習担当）   72-1148 

水道課 72-2221 図書館プチ・ソフィア      72-6123 

環境センター 72-3042 斎場              72-4000 

衛生センター 72-3076 社会福祉協議会         72-2005 

 



６  お知らせ版●2019.6.20 

 

扇風機・エアコンによる火災事故を防ぐための注意点 
 

扇風機，エアコンの火災事故は，１０年以上使っている製品で多く発生しています。その主な原

因は，「経年劣化」によるものです。 

●扇風機の注意点 扇風機から煙が出たり発火したりする事故が毎年のように発生しています。 

・スイッチを入れても，羽根が回らない。 

・羽根が回っても，回転が異常に遅かったり不規則だったりする。 

・羽根が回転するときに異常な音や振動がする。 

・モーター部分が異常に熱かったり，焦げくさい臭いがしたりする。 

・羽根にヒビが入っている。ガードが変形している。 

・電源コードが折れ曲がっていたり破損したりしている。 

・使っている時に電源コードに触れると，羽根が回ったり回らなかったりと不安定である。 

●エアコンの注意点 エアコンは室内機・室外機共に危険があります。 

・電源コードや電源プラグが異常に熱い。 

・電源プラグが変色している。 

・焦げくさい臭いがする。 

・ブレーカーが頻繁に落ちる。 

・異音がする。 

・室内機から水漏れがする。 

※万一，火災事故が起きた際には大子町消防本部までお知らせください。 

 

問合せ  消防本部 ℡７２－０１１９ 

 

青少年問題を考える合同研修会・人権研修会 
 

「我が子を犯罪者にしない子育てこそが，日本の治安回復に直結する。」を合言葉に，少年の犯

罪予防に取り組んでいる，子育てアドバイザー 幸島美智子さんが大子町を訪れます。 

幸島さんは，防犯・少年犯罪予防のほか，段階的な子どもの育て方を説き，子育てに迷う親や防

犯に取り組む人たちに大きな力を与えている方です。 

今回は，「～家庭・地域で考える～子どもを犯罪の被害者・加害者にしない子育て」をテーマに

講演を行います。お誘いあわせの上，ぜひ御参加ください。 

●日  時  ７月２６日（金） 開場１３：００ 開会１３：３０ 

●場  所  文化福祉会館「まいん」 文化ホール 

●演  題  「～家庭・地域で考える～子どもを犯罪の被害者・加害者にしない子育て」 

●講  師  幸島 美智子（子育てアドバイザー） 

●入 場 料  無 料 

●申 込 み  申込みは不要です。ただし，満席になり次第入場を制限します。 

 

問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当 ℡７２－１１４８ 

 

町広報紙・ホームページへの有料広告募集 
 

お店のＰＲやイベントの告知などに幅広く御活用ください。 

●広報だいご  縦 4.5 ㎝×横 8.5 ㎝ 月額 10,000 円 

●お知らせ版  縦 4.5 ㎝×横 8.5 ㎝ 月額 8,000 円 ※お知らせ版は，発行１回当たりの月額です。 

●ホームページ  縦 40 ピクセル×横 150 ピクセル 月額 5,000 円  
問合せ  総務課総務担当 ℡７２－１１１４ 
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自衛官募集及び採用説明会のお知らせ 
 
●自衛官候補生 

▽受験資格  １８歳以上３３歳未満の方 
（ただし，３２歳の方は一部条件がありますのでお問い合わせください。） 

▽受付期間  年間を通じて行なっています。 
▽特  徴  所要の教育訓練を経て３か月後に２等陸・海・空士に任命されます。 

●一般曹候補生 

▽受験資格  １８歳以上３３歳未満の方 
（ただし，３２歳の方は一部条件がありますのでお問い合わせください。） 

▽受付期間  ７月１日（月）～９月６日（金） 
▽試験期日  １次：９月２０日（金）～２２日（日） ２次：１０月１１日（金）～１６日（水） 

※いずれか指定する１日 
▽特  徴  入隊後２年９か月経過以降，選考により３等陸・海・空曹に昇任します。 

●航空学生（パイロット） 

▽受験資格  海上自衛隊：１８歳以上２３歳未満の方（高卒者見込みを含む。） 
航空自衛隊：１８歳以上２１歳未満の方（高卒者見込みを含む。） 

▽受付期間  ７月１日（月）～９月６日（金） 
▽試験期日  １次：９月１６日（月） 

２次：１０月１５日（火）～２０日（日）※うち指定する１日 
３次：１１月１６日（土）～１２月１９日（木）※うち指定する期間 

▽特  徴  入隊後６年で３等海・空尉に昇任します。 
●採用説明会 

▽日 時  ７月２１日（日）９：００～１６：００ 
▽場 所  自衛隊茨城地方協力本部日立出張所 

※試験会場は別途通知します。詳しくはホームページ（http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki）を
御覧ください。 

 
問合せ  自衛隊茨城地方協力本部日立出張所 ℡０２９４－２１－１５２４ 

 

プレミアム付商品券 

取扱店を募集します 
 

１０月１日に予定されている消費税率の引
上げに伴う影響緩和の対策として，①住民税が
課されない方（生活保護を受けている方等を除
く。）②平成２８年４月２日以降に生まれた子
のいる世帯の世帯主を対象に，プレミアム付商
品券を販売します。これに伴い，この商品券を
取り扱う店舗を募集します。 
●募集資格  町内の事業所 
●申 込 み  ７月１０日（水）までに大子町

商工会（℡７２－０１９１）へ
お申し込みください。 

●そ の 他  取扱店登録料，換金手数料など
の負担はありません。 

 
問合せ  観光商工課 ℡７２－１１３８ 

 

「指定難病特定医療費受給者証」 

更新手続のお知らせ 
 

次のとおり，指定難病特定医療費受給者証の
更新申請を受け付けます。引き続き受給者証が
必要な方は，申請をお願いします。 
●対象者  指定難病特定医療費受給者証（有

効期限：平成３１年９月３０日又
は令和１年９月３０日）をお持ち
の方 

●期 間  ８月３１日まで 
（平日８：３０～１７：００） 

●場 所  常陸大宮保健所 
 

問合せ  常陸大宮保健所健康指導課 

℡０２９５－５５－８４２４ 

 

 



８  お知らせ版●2019.6.20               次回の発行は，７月５日（金）です。 

 

県立水戸産業技術専門学院総合実務科 令和元年度後期生入学選考 
 
●訓練期間  令和元年１０月～令和２年３月（６か月） 
●授 業 料  無 料（テキスト，作業服代等は別途実務費負担） 

●訓練内容  ＯＡ実技，販売，清掃業務，生活習慣の確立のコミュニケーション能力を高める社
会適応訓練，企業での実習 

●募集人数  １０人 
●応募資格  軽度の知的障害者（療育手帳をお持ちの方又は公的機関でこれと同等と判断された方） 
●申 込 み  ８月２０日（火）までに最寄りのハローワークへお申し込みください。 
●入学選考日  ９月２日（月） 

●選考会場  県立水戸産業技術専門学院総合学科（水府町校舎） 
※見学も随時受け付けていますので，お気軽にお問い合わせください。 

 

問合せ  県立水戸産業技術専門学院総合学科 ℡０２９－３００－５２２１ 

 

食中毒を予防しましょう 
 

食中毒は，細菌やウイルスに汚染された飲食物や，フグの肝，毒キノコなどの有害物を飲んだり
食べたりすることによって起こります。主に腹痛，下痢，嘔吐といった症状が現れ，原因によって
は麻痺などの神経症状が出ることもあります。時には生命に関わることもあり，注意が必要です。 

食中毒予防のため，食中毒の原因菌・ウイルスを 
①食品や調理器具，手指などにつけない 
②冷蔵庫などで食品をしっかり保存して増やさない 
③食品の加熱や調理器具の殺菌を徹底してやっつける 

この三原則を守り，毎日の生活の中で予防を心がけましょう。 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

花壇づくり団体募集 
 

チャレンジいばらき県民運動では，花いっぱ
い運動に継続して取り組んでいる，又はこれか
ら取り組もうとしている団体・学校に対して費
用の支援（助成金額１団体・学校当たり５万円
以内）を行います。 
●支援条件  応募書類による書類選考にお

いて選定します。 
●申 込 み 

チャレンジいばらき県民運動ホームページ
（http://www.challenge-ibaraki.jp）から
応募用紙をダウンロードし，記入の上，８月
３０日（金）までに「チャレンジいばらき県
民運動」へ提出してください。 

 

問合せ  「チャレンジいばらき県民運動」 

℡０２９－２２４－８１２０ 

 

 

架空請求と思われるハガキやメールに

御注意ください 
 

架空請求と思われるハガキやメールなどが
届いたという相談が，全国の消費生活センター
へ数多く寄せられています。 

法的措置を採るなどと記載したり，実在する
事業者名をかたって本物と思わせたりして，消
費者の不安をあおるケースも見られます。 

また，架空請求は消費者の情報を完全に特定
して送られているわけではありません。連絡し
てしまうと個人情報が知られ，その情報を基に
さらに金銭を要求される可能性があります。 

未納料金を請求するようなハガキやメール
などが届いても，心当たりがなければ決して相
手に連絡しないようにしましょう。 
 
問合せ  大子町消費生活センター 

℡７２－１１２４ 

 


